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(
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一

△

救
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等
の
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力
申
出
の
撤
回
及
び
救
急
病
院
等
の
認
定

(

〃

)
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一

△

昭
和
二
十
四
年
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島
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告
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八
号

(
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県
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出
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興
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…
…
三

△

土
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区
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整
理
組
合
の
理
事
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名
及
び
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所

(

都
市
整
備
室)

…
…
…
四

△

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

(

下
水
道
室)

…
…
…
五

△

土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可(

土
地
改
良
区)

(

備
北
地
域
事
務
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…
…
…
五
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告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

五

人

事

異

動

△

人
事
異
動

六

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
七
百
四
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

山
県
郡
北
広
島
町

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
六
月
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

山
県
郡
北
広
島
町
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

山
県
郡
北
広
島
町
大
塚
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
七
月
四
日

広
島
県
告
示
第
七
百
五
号

次
の
病
院
の
開
設
者
か
ら
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条

の
規
定
に
よ
る
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
六
号

次
の
病
院
の
開
設
者
か
ら
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条

の
規
定
に
よ
る
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
、
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
る
救
急
業
務

に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日
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安
芸
太
田
町
戸
河
内
病
院

名

称

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
戸
河
内
八
〇
〇
番
地
一

所

在

地
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期

号
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(定期)

定
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期
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広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

協
力
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
病
院

二

救
急
病
院
と
し
て
認
定
さ
れ
た
病
院

広
島
県
告
示
第
七
百
七
号

昭
和
二
十
四
年
広
島
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

(
広
島
県
畜
産
振
興
奨
励
規
程)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
八
号

家
畜
伝
染
病
が
次
の
と
お
り
発
生
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
九
号

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

精
密
測
地
網
高
精
度
三
次
元
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
十
八
年
七
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
六
日
ま
で

三

作
業
地
域

広
島
市
、
三
次
市
、
安
芸
高
田
市
、
三
原
市
、
東
広
島
市
、
竹
原
市
、
府
中
町
、
海
田
町

広
島
県
告
示
第
七
百
十
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
二
年
広

島
県
告
示
第
五
百
十
号
吉
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
吉
田
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

安
芸
高
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

吉
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
吉
田
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
字
大
浜
、
字
鎗
分

使
用
の
部
分

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
字
下
迫
、
字
大
賀
屋
、
字
貴
船
、
字
下
新
三
川
、
字
下
川
東
、
字
鎗
分
、
字

大
浜
、
字
上
迫
、
字
内
堀
、
字
鯨
多
、
字
青
山
下
之
迫
、
字
浄
安
寺
郷
、
字
東
大
坪
、
字
川
向
、
字
岩
之

城
、
字
左
円
、
字
外
堀
、
字
原
込
、
字
青
山
上
之
迫
、
字
鍛
冶
屋
迫
、
字
西
大
坪
、
字
大
幡
迫
、
字
観
音

迫
、
字
常
光
迫
、
字
青
光

広
島
県
告
示
第
七
百
十
一
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
二
年
広

島
県
告
示
第
千
五
十
七
号
備
後
圏
都
市
計
画
下
水
道
事
業
尾
道
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し

た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

尾
道
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

備
後
圏
都
市
計
画
下
水
道
事
業
尾
道
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間
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医
療
法
人
社
団
島
谷
病
院

名

称

福
山
市
曙
町
四
丁
目
一
三
番
二
五
号

所

在

地

医
療
法
人
社
団
島
谷
病

院 名

称

福
山
市
新
涯
町
二
丁
目
五
番
八
号

所

在

地

平
成
二
一
年
七
月
一
二
日

効
力
を
有
す
る
期
限

新

規

備

考

九 発
生

番
号

ヨ
ー
ネ

病 病

名

牛 畜
種

ホ
ル

ス
タ

イ
ン

種
類

九
歳

年

齢

一
頭

発
生

頭
数

平
成
一
八
年
六

月
二
七
日

決

定

年

月

日

殺
処
分

転

帰

広
島
県
東
広
島

市
西
条
町
口
田

二
七
三－

五

発

生

地

そ
の
他
参
考
と

な
る
べ
き
事
項

(定期)



昭
和
五
十
八
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

(
仮
称)

ニ
ト
リ
福
山
店

所
在
地

福
山
市
明
神
町
二
丁
目
七
七
一
番
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
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特
定
非
営
利
活
動

法
人
あ
お
ぞ
ら
子

供
神
楽

特
定
非
営
利
活
動

法
人
ト
モ
ロ
ー
く

れ 特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
名
称

池
原

康
則

上
田
美
也
子

代
表
者
の
氏
名

広
島
県
広
島
市
安

佐
南
区
川
内
四
丁

目
一
番
二
六
号

広
島
県
呉
市
伏
原

一
丁
目
四
番
二
号

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
た
ち
に
対
し

て
、
伝
統
芸
能
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

こ
の
法
人
は
、
障
害
者(

主
と
し
て

知
的
障
害
者)

と
そ
の
家
族
に
対
す

る
理
解
を
深
め
る
活
動
並
び
に
障
害

者
の
社
会
的
自
立
の
た
め
の
作
業
所

の
運
営
な
ど
を
行
う
こ
と
で
、
障
害

者
が
安
心
し
て
日
常
生
活
が
送
れ
る

よ
う
に
援
助
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 定

款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
八
年
七

月
四
日

平
成
一
八
年
七

月
三
日

申

請

年

月

日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ふ
く
や

ま
環
境
会
議

特
定
非
営
利
活

動
法
人
お
年
寄

り
の
家
こ
と
ぶ

き 特
定
非
営
利
活

動
法
人
芸
南
た

す
け
あ
い

特
定
非
営
利
活

動
法
人
障
害
者

生
活
支
援
セ
ン

タ
ー
・
て
ご
ー

す 特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

松
岡

久

川
上

壽
子

田
中

久
江

田
部

正
行

代
表
者
の
氏

名

広
島
県
福
山
市

今
津
町
甲
二
二

八
四
番
地
の
二

広
島
県
広
島
市

東
区
中
山
東
一

丁
目
五
番
四
一

号 広
島
県
呉
市
中

通
一
丁
目
二
―

三
一
ふ
れ
あ
い

会
館
内

広
島
県
広
島
市

西
区
小
河
内
町

二
丁
目
二
五
―

一

Ｍ
山
肩
ビ

ル
一
階

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

こ
の
法
人
は
、
広
島
県
福
山

市
お
よ
び
そ
の
周
辺
住
民
に

対
し
て
、
福
山
の
環
境
問
題
、

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
調
査
・

提
言
事
業
及
び
環
境
保
全
活

動
を
行
い
、
も
っ
て
福
山
の

環
境
保
全
、
自
然
豊
か
な
ま

ち
づ
く
り
の
推
進
等
の
公
益

増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

こ
の
法
人
は
、
主
と
し
て
高

齢
者
に
対
し
て
、
介
護
保
険

に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
高

齢
者
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

本
会
は
、
文
字
通
り
助
け
合

い
の
精
神
に
基
づ
い
て
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
活
動
の
受
け
手

と
担
い
手
が
対
等
の
関
係
を

保
ち
な
が
ら
健
康
で
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
生
活
と
心
豊
か

な
地
域
社
会
を
建
設
し
、
よ
っ

て
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

本
会
は
、
障
害
者
自
身
が
主

体
と
な
っ
て
障
害
者
の
自
立

生
活
支
援
な
ど
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
障
害
者
が
地
域

社
会
で
他
の
人
々
と
対
等
に

自
立
生
活
し
て
い
け
る
社
会

の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

・
目
的
の
変

更・
特
定
非
営

利
活
動
の
種

類
の
変
更

・
特
定
非
営

利
活
動
に
係

る
事
業
の
変

更 特
定
非
営
利

活
動
に
係
る

事
業
の
変
更

特
定
非
営
利

活
動
に
係
る

事
業
の
変
更

特
定
非
営
利

活
動
に
係
る

事
業
の
種
類

の
変
更

定
款
変
更
の

内
容

平
成
一
八
年

七
月
三
日

平
成
一
八
年

七
月
三
日

平
成
一
八
年

六
月
三
〇
日

平
成
一
八
年

六
月
三
〇
日

申
請
年
月
日

(定期)(定期)(定期)



１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

株
式
会
社
ニ
ト
リ

代
表
取
締
役

似
鳥

昭
雄

住
所

札
幌
市
手
稲
区
新
発
寒
六
条
一
丁
目
五
番
八
〇
号

２

小
売
業
を
行
う
者

名
称

株
式
会
社
ニ
ト
リ

代
表
取
締
役

似
鳥

昭
雄

住
所

札
幌
市
手
稲
区
新
発
寒
六
条
一
丁
目
五
番
八
〇
号

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

五
千
百
八
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
収
容
台
数

百
三
十
三
台

２

駐
輪
場
の
収
容
台
数

四
十
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

百
二
十
四
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

六
十
四
・
八
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
十
時
、
閉
店
時
刻

午
後
八
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

一
箇
所

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

七

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
三
十
日

八

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
○
番
五
二
号)

福
山
市
経
済
環
境
局
経
済
部
商
工
課

(

福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号)

九

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及

び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

十

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
三
原

市
新
倉
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

変
更
前氏

名

住

所

井

上

裕

幸

三
原
市
新
倉
町
三
三
九
番
地

橋

田

研

史

三
原
市
沼
田
町
二
七
〇
一
番
地

松

井

靜

昭

三
原
市
新
倉
町
四
四
七
番
地
一

植

本

泰

蔵

三
原
市
新
倉
町
三
八
九
番
地
一

榎

本

倍

己

三
原
市
新
倉
町
四
〇
九
番
地

吉

川

昌

雄

三
原
市
新
倉
町
三
七
四
番
地
一

上

野

明

三
原
市
新
倉
町
四
一
五
番
地

渡

辺

文

雄

三
原
市
城
町
九
番
地
一－

一
二
〇
三
号

変
更
後氏

名

住

所

井

上

裕

幸

三
原
市
新
倉
町
三
三
九
番
地

橋

田

研

史

三
原
市
沼
田
町
二
七
〇
一
番
地

松

井

靜

昭

三
原
市
新
倉
町
四
四
七
番
地
一

植

本

泰

蔵

三
原
市
新
倉
町
三
八
九
番
地
一
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榎

本

倍

己

三
原
市
新
倉
町
四
〇
九
番
地

吉

川

昌

雄

三
原
市
新
倉
町
三
七
四
番
地
一

上

野

明

三
原
市
新
倉
町
四
一
五
番
地

山

根

克

矢

三
原
市
須
波
西
町
六
八
〇
番
地
五
三

都
市
計
画
法

(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
都
市
計
画
事
業

の
事
業
計
画
の
変
更
が
認
可
さ
れ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

備
後
圏
都
市
計
画
下
水
道
事
業
芦
田
川
流
域
下
水
道

二

施
行
者
の
名
称

広
島
県

(

福
山
地
域
事
務
所)

三

事
務
所
の
所
在
地

福
山
市
三
吉
町
一
丁
目
一
―
一

四

事
業
地
の
所
在

１

収
用
の
部
分

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
八
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
福
山
市
箕
沖
町

地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
平
成
十
八
年
七
月
五
日
認
可
し
た
。

な
お
、
こ
の
認
可
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
認
可
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長

堂

本

雅

彦

事

業

主

体

地
区
名

事

業

名

庄
原
市
土
地
改
良
区

尼
ヶ
淵

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業

庄
原
市
土
地
改
良
区

西

迫

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業

庄
原
市
土
地
改
良
区

恵
木
谷

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業

庄
原
市
土
地
改
良
区

明

賀

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業

庄
原
市
土
地
改
良
区

五

反

農
業
用
道
路
整
備
事
業

庄
原
市
土
地
改
良
区

下

谷

農
業
用
道
路
整
備
事
業

庄
原
市
土
地
改
良
区

野

谷

農
業
用
道
路
整
備
事
業

庄
原
市
土
地
改
良
区

天
神
風
呂

た
め
池
等
整
備
事
業

庄
原
市
土
地
改
良
区

や
さ
き

た
め
池
等
整
備
事
業

庄
原
市
土
地
改
良
区

西

迫

た
め
池
等
整
備
事
業

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

53号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
７
月

13日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫
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6P
0532

6P
0293

6P
0306

6P
0283

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
７
月

1
3
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
松
浦

亜
弥
Ｕ
Ｆ

－
Ｔ
Ｖ

Ｃ
Ｒ

1
･2

の
三
四
郎

Ｌ
Ｖ
Ｗ

Ｃ
Ｒ

1
･2

の
三
四
郎

Ｓ
Ｔ

Ｃ
Ｒ

1
･2

の
三
四
郎

Ｓ
Ｖ
Ｗ

型
式
名

株
式
会
社
ビ
ス
テ
ィ

代
表
取
締
役
寶
田
久
治

(東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁

目
29番

10号
)

同
上

同
上

株
式
会
社
銀
座

代
表
取
締
役
伊
藤
二
博

(愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
大

幸
一
丁
目

10番
15号

)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

人人人

事事事

異異異

動動動
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(

人
事
委
員
会)

発
令
年
月
日

氏

名

一
八
・

七
・

八

委

員

(

任

期

満

了)

吉

村

朗

一
八
・

七
・

九

(

新

任)

佐

古

清

進

(定期)


